
【報告】第４次神戸市消費者基本計画（案）について 

 

１．位置づけ 

 本計画は、神戸市民のくらしをまもる条例に基づく基本計画と消費者教育の推進に関す

る法律に基づく消費者教育推進計画を合わせた、市民の消費生活の安定及び向上を確保す

るための施策を総合的及び計画的に推進するための基本的な計画である。 

平成 28年３月に作成した「第３次神戸市消費者基本計画」が令和２年度に最終年度を迎

えることから、新たに次期５か年の計画を策定する。 

計画案については、有識者代表、消費者代表、事業者代表の委員からなる「神戸市消費生

活会議」での検討を経て作成した。 

 

２．概要 

  さらなる高齢化の進展、また、スマートフォンなどの普及によるインターネット利用の

拡大に伴う情報通信社会の発展により、ますます消費者問題は多様化・複雑化している。 

  このような社会情勢の変化に対応するとともに、新たな消費者問題や市民の意見を反映

しながら、消費者被害の少ない安心・安全な社会を目指して、最優先取組み課題を設定す

るとともに、相談体制の充実、消費者教育の推進などに取り組む。 

（１）計画期間 

令和３（2021）年度～令和７（2025）年度までの５年間 

（２）内容 

① 最優先取組み課題 

・高齢者への支援 

・成年年齢引下げに伴う若年者への支援 

・インターネットトラブルへの対応 

・水まわりトラブルへの対応 

・持続可能な社会の推進 

  ② 消費者被害防止のための環境 

   ・相談体制の充実 

   ・情報発信及び関係機関との連携 

   ・消費者取引・表示・計量等の適正化 

  ③ 消費者教育の推進 

   ・ライフステージ別の消費者教育の推進 

 

３．計画案 

  別紙案のとおり 

 

４．今後のスケジュール 

  令和２年 12月 21日～令和３年１月 29日 パブリックコメント（市民意見募集）の実施 

  令和３年３月末             計画の策定 
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神戸市消費生活あんしんプラン2025（案）神戸市消費生活あんしんプラン2025（案）
～第４次神戸市消費者基本計画～～第４次神戸市消費者基本計画～

　本市においては、第３次神戸市消費者基本計画（平成28年度～令和２年度）に基づき様々な施策を実施してきました。
　しかしながら、さらなる高齢化の進展、また、スマートフォンなどの普及によるインターネット利用の拡大に伴う情報通
信社会の発展により、ますます消費者問題は多様化・複雑化しており、依然として消費者トラブルに関する相談が多く寄せ
られています。
　このような社会情勢の変化に対応するとともに、新たな消費者問題や市民の意見を反映しながら、消費者被害の少ない
安心・安全な社会を目指して、第４次神戸市消費者基本計画を策定します。

安全・安心・豊かにくらせる社会の実現をめざします！目  標

　我が国において、65歳以上の高齢者人口は3,617万人※（2020年）となり、高齢化率は28.7％※と過去最高となっていま
す。高齢化は今後さらなる進展が見込まれており、地域社会における単身高齢者等の孤立化などの問題も相まって、高齢者
の消費者トラブルの更なる増加や深刻化が懸念されています。
　若年層に関しては、民法が改正され2022年４月から成年年齢が20歳から18歳になります。これにより、18～19歳の若
年層が未成年者取消権を行使することができなくなり、成年年齢引下げを契機として若年者の消費者トラブルが急増して
いくことが懸念されています。
　社会情勢に目を向けると、近年、スマートフォンの普及などにより、オンラインサービスを介した商取引である電子商取
引は急速に拡大しています。電子商取引は非対面取引であるために、商品・サービスが消費者の期待したものと異なること
や、そもそも商品・サービスが提供されないといった消費者トラブルが増加するおそれがあります。
　また、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向けて、2015年９月に国連サミットにおいてSDGs（持続可能な開
発目標: Sustainable Development Goals）が採択されました。SDGsの目標の1つである「つくる責任 つかう責任」に特
に関連する取組みとして「エシカル消費（倫理的消費）」への関心が高まっており、消費者自らが意識を持ち、行動すること
が期待されています。
※出展 ： 総務省統計局「統計からみたわが国の高齢者」（令和2年9月20日）

消費者を取り巻く現状

　本市の消費生活相談において、60歳以上の高齢層からの相談は、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入に関するものが、他
の年代と比較して顕著に多くなっています。その要因として、昼間に在宅していることが多く、訪問販売等を受ける機会が
多くなることが考えられます。
　次に、現在の未成年である19歳と成年になった20歳の相談を比較すると、相談件数は20歳の方が約2.1倍（2019年）に
なっており、未成年者では相談がない消費者金融に関する相談が成年では寄せられています。
　相談の内容をみると、インターネット関連が最も多く、年間1,300件以上（2019年度）寄せられています。さらに内容を
みると、定期購入や架空請求など多様な内容となっています。
　本市の最も特徴的なものとして、水まわりの修理・工事に関する相談が挙げられます。他都市と比較しても多くの相談が
寄せられており、契約金額（被害額）も年々高額になっています。

　このような状況を踏まえ、神戸市においては最優先取組み課題を設定し、その課題への対応のほか、相談体制の充実、消
費者教育の推進などに取り組みます。

神戸市の消費生活相談の特徴

第４次神戸市消費者基本計画（案）
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１ 最優先取組み課題

　今後ますます高齢化率が上昇することが見込まれていることなどから、引き続き高齢者対策に取り組みます。

●高齢者がターゲットになりやすい消費者トラブルに着目した情
　報を、高齢者が情報を得やすい効果的な手段により発信します。
●自ら消費者被害を予防することが困難な高齢者に対しては、地域
　団体や福祉関係者等と連携した高齢者の見守りを推進します。

●高齢者を対象とした講座の実施状況
●高齢者向けの情報発信の実施状況
●関係団体等と連携して行った啓発の実施状況

高齢者への支援１

　成年年齢引下げ後、18、19歳への消費者被害の拡大が懸念されることから、教育委員会等と連携を図り、未成年者対策に
取り組みます。

●教育機関と連携し、学校における消費者教育の推進を図ります。
●教員向け研修の実施や教材の貸出し等により消費者教育に携
　わる教員への支援を行います。
●関係団体等と連携し、若年者が参加するイベントなど様々な
　機会で情報発信を行います。

●学校現場における消費者教育の実施状況
●消費者教育教材サイトへのアクセス数
●関係団体等と連携して行った啓発の実施状況

成年年齢引下げに伴う若年者への支援2

　水まわりトラブルに関しては、他都市に比べ相談件数が多く、契約金額（被害額）も高額化しています。関係部局と連携を
図りながら、トラブルの未然防止に関する啓発と相談窓口の周知に取り組みます。

●水道局・建設局と連携し、水道修繕受付センターの周知やトラ
　ブル防止の啓発に取り組みます。
●本市だけでは対応が困難な悪質な事案に対しては、兵庫県、兵
　庫県警察、ひょうご消費者ネット等と適切な連携を図ります。

●水まわりトラブルに関する講座の実施状況
●リアルタイムな被害情報の発信状況
●水道修繕受付センターの受電数の推移
●水まわりトラブルに関する相談件数の推移

水まわりトラブルへの対応4

具体的取組み 検証項目

具体的取組み 検証項目

　インターネット利用率の上昇やインターネット通販の利用拡大が今後も予想され、本市でも通信販売でトラブルに遭っ
た人の割合が高くなっていることから、引き続きインターネットトラブル対策に取り組みます。

●インターネットの持つ利便性と危険性を周知するため、地域
　や学校、事業者と連携した啓発を実施します。
●フリマアプリの普及などに伴い増加している個人間取引に関
　するトラブルへの注意喚起を行います。

●インターネットトラブルに関する講座の実施状況
●リアルタイムな被害情報の発信状況
●消費生活マスターによる小中学校スマホ講座の
　実施状況
●インターネットトラブルに関する相談件数の推移

インターネットトラブルへの対応3

具体的取組み 検証項目

具体的取組み 検証項目
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2 消費者被害防止のための環境

　消費者がSDGsの達成に貢献しうる行動として、人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル消費（倫理的消費）」
が注目されています。関係部局と連携を図り、普及啓発に取り組みます。

●イベントでの普及啓発や講座の実施、ホームページやSNSで
　の発信を通じ、自立した消費者の社会、エシカル消費の理解促
　進を図ります。
●関係部局と連携し、エシカル消費推進に向けた取組みを実施
　します。

●エシカル消費の認知度向上に向けた啓発の実
　施状況
●関係部局と連携したエシカル消費に関する啓
　発の実施状況

持続可能な社会の推進5

●消費生活センターや消費者ホットラインを周知するととも
　に、高齢者・障がい者・若年者等を含めたより多くの消費者が
　利用しやすい相談体制を目指します。
●複雑化、多様化する消費者問題に対応できるよう、消費生活相談
員へ対応力の維持向上に資する研修に関する情報を提供します。

●消費生活センター、消費者ホットラインの認知
　度向上に向けた啓発の実施状況
●消費生活相談に必要な知識・情報等習得のため
　の外部研修への参加状況

相談体制の充実1

●不当な取引行為、不適正な表示等があった場合には、関係機関
　と連携し、神戸市民のくらしをまもる条例、食品表示法、計量
　法等に基づき必要な調査や指導等を行います。
●食品表示や計量に関して、消費者が必要な知識を身につけら
　れるように取組みを進めます。

●法律・条例等に抵触する恐れがあるとして指
　導を行った事業者について、指導後の継続監察
　の状況
●食品表示・計量に関する消費者向け啓発の実施状況

消費者取引・表示・計量等の適正化3

●消費生活センターに寄せられた相談情報や地域で発生した消費者ト
　ラブル等の最新情報を発信し、消費者の意識向上を図ります。
●兵庫県、兵庫県警察、地域、医療福祉関係者、事業者、消費者団体等との
　連携を図り、消費者被害情報の把握や効果的な啓発を行います。
●災害発生時や感染症の感染拡大による緊急事態時に、冷静な消費者
　行動をとることや便乗した悪質商法等の被害に遭わないよう情報を
　発信します。

●消費者被害防止に関する情報発信の状況

●事業者等と連携して行った啓発の実施状況

情報発信及び関係機関との連携2

具体的取組み 検証項目

具体的取組み 検証項目

具体的取組み 検証項目

具体的取組み 検証項目
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計画の位置づけ

　神戸市民のくらしをまもる条例第９条第１項に基づく基本計画と消費者教育の推進に関する法律第10条第２項に
基づく消費者教育推進計画を合わせた、市民の消費生活の安定及び向上を確保するための施策を総合的及び計画的
に推進するための基本的な計画。

　この計画で定めた具体的取組みについては、PDCAサイクルに基づいて検証し、神戸市消費生活会議に報告します。
　本計画は、それぞれの取組みの成果や消費者のニーズ及び取り巻く社会環境の変化等に適切に対応できるよう、必
要に応じて見直しを行います。

進捗管理

計画期間

令和3（2021）年度～令和7（2025）年度までの５年間

3 消費者教育の推進

具体的取組み

検証項目

ライフステージ別の消費者教育の推進

就学前児童への啓発
●乳幼児の事故防止に向けて、保護者等への啓発を実施します。
●体験や遊びを通じて実践できるような消費者教育教材を
　紹介します。

「考える消費者」の育成
●消費者が権利と責任を持って社会の一員として行動
　できるよう啓発に取り組みます。
●消費者のための制度（クーリング・オフ等）の周知に
　努めます。
●商品等の安全性やくらしの中の危険について情報を
　発信します。
●神戸消費者教育センターから消費生活に関するさま
　ざまな学習資料を提供し、学習活動を支援します。

知らず知らずに消費者教育
●街頭啓発やパネル展示、電車広告等消費者が無意識
　に消費者啓発に関する情報を目にするような取組み
　を実施します。

消費者教育教材の発信
●消費生活センターホームページ内の消費者教育教材
　に関する情報を充実させ、全世代に発信します。

小・中・高等学校への啓発
●職員や消費生活マスター、消費生活相談員による学校園で
　の出前講座や、事業者等と連携したこども生活講座を実施
　します。

大学生への啓発
●産・学・消費者・行政の連携による体系的な消費者教育とし
　ての授業を大学と連携して実施します。
●大学生協と連携し、大学キャンパスにおける啓発を実施し
　ます。

成人への啓発
●消費生活マスター等を活用し、消費生活講座の開催や啓発
　資料の作成により情報を発信します。

●就学前児童に向けた啓発の実施状況
●小・中・高等学校における啓発の実施状況
●関係団体と連携した大学生向けの啓発の実施状況

●一般向け消費生活講座の実施状況
●街頭啓発、関係施設等を活用した啓発の実施状況
●消費者教育教材サイトのアクセス数（再掲）
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